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ＮＥＸＣＯ東日本 個別施設計画 

 

１．道路施設の現状と課題  

１）橋梁 

東日本高速道路株式会社（以下、「ＮＥＸＣＯ東日本」という。）が管理する橋梁は

令和３年３月３１日現在８，７６８橋であり、建設後の平均経過年数は約３３年、

また、建設後５０年を越える橋梁数は、現在の２０４橋が、１０年後には約３３％、

２０年後には約５８％となり、高齢化が急速に進んでいる。 

近年、経年劣化とともに、車両の大型化並びに大型車交通量の増加や、凍結防止

剤の使用量の増加など、厳しい環境条件下で、高速道路本体構造物の劣化が顕在化

してきていることから、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基

づく確実な対策（早期補修）、ライフサイクルコストの最小化、予防保全及び性能強

化の観点を考慮し、高速道路資産の機能を長期にわたって健全に保つための、大規

模更新及び大規模修繕（以下、「特定更新等工事」という。）の着実な実施が必要とな

る。 

 

２）トンネル 

   ＮＥＸＣＯ東日本が管理する供用中のトンネルは令和３年３月３１日現在５９

４本であり、建設後の平均経過年数は約２６年、また、建設後５０年を越えるトン

ネル本数は、現在の５本が、１０年後には約５％、２０年後には約３４％となり、

高齢化が急速に進んでいく状況である。 

更に、コンクリート片の剥落などの事象が散見され、定期点検による確実な状態

把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られてい

る。 

また、近年、設計・施工基準の変遷などにより旧基準により設計・施工されたこと

や、地盤材料の風化・劣化などの理由から、これまで明確になっていなかったトン

ネル内空の変状などの新たな変状リスクが顕在化してきており、特定更新等工事の

着実な実施が必要となる。 

 

３）大型の構造物等 

３－１）シェッド・大型カルバート 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理するシェッド・大型カルバートは令和３年３月３１日現

在２，０４６箇所（スノーシェッド４５箇所、大型カルバート２，００１箇所）であ

り、建設後の平均経過年数は約２７年、また、建設後５０年を越えるものは、現在の

８箇所が、１０年後には約１６％、２０年後には約３６％となり、高齢化が急速に

進んでいく状況である。 

   更に、近年、部材の剥落などの事象が散見され、定期点検による確実な状態把握

（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られている。 

 



３－２）横断歩道橋 

 ＮＥＸＣＯ東日本が管理する横断歩道橋は令和３年３月３１日現在８橋であり、

建設後の平均経過年数は約３８年、また、建設後５０年を越える横断歩道橋数は、

現在は該当が無いが、１０年後には約６３％、２０年後においても６３％となり、

高齢化が急速に進んでいる。 

   更に、近年、一部の横断歩道橋に著しい腐食などの損傷が散見され、定期点検に

よる確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要

性に迫られている。 

 

３－３）門型標識等 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する門型標識等は令和３年３月３１日現在１，６２０基

（門型式（オーバーヘッド式）の道路標識１，１３６基、道路情報提供装置（収集装

置含む）４８４基）であり、建設後の平均経過年数は約２３年、また、建設後５０年

を越えるものは、現在の５基が、１０年後には約８％、２０年後には約１９％とな

り、高齢化が急速に進んでいく状況である。 

   更に、近年、一部の門型標識等に著しい腐食などの損傷が散見され、定期点検に

よる確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要

性に迫られている。 

 

２．計画期間 

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえるとともに、インフラ長寿命化計画の計

画期間に合わせ、令和７年度までとする。なお、点検結果等を踏まえ、適宜計画を更

新する。 

 

３．道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

橋梁、トンネル等の点検については、保全点検要領（構造物編）に基づき、５年に

１度、近接目視による点検を実施し、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関す

る告示（平成 26 年国土交通省告示第 426 号）に合わせた区分に分類している。 

 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急

に措置を講ずべき状態。 

（トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成 26年国土交通省告示第 426 号） 

 

 

 



点検・診断の結果、判定区分Ⅳの施設は緊急に措置を、判定区分Ⅲの施設

は次回点検までに措置を行うよう計画を策定する。 

措置の実施にあたっては、各施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）を

踏まえつつ優先順位を決定する。 

 

４．施設の状態 

４．１．２巡目（令和元・２年度）の点検実施状況 

２巡目（令和元・２年度）の累積点検実施率は、橋梁４０％、トンネル４１％、大型の

構造物等４５％となっている。 

 

※（ ）内は令和元・２年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
管理施設数 

うち点検対象施設

数※１ 
点検実施数 

点検実施率 

※２ 

橋梁 8,768 8,715 3,506 40%（28%） 

トンネル 594 575 241 42%（40%） 

大型の構造物等 3,674 3,634 1,619 45%（55%） 

※１：令和３年３月末時点の施設数のうち、供用後５年以内などを除いた施設数の合計 

※２：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（ ）内は、１巡目（平成２６・２７年度）におけ

る点検実施率であり、四捨五入の関係で上記グラフの年度ごとの合計値とは一致しない場合がある。 

 

４．２．令和２年度の点検結果 

 令和２年度に実施した点検の結果は以下のとおり。 

１）橋梁 

ＮＥＸＣＯ東日本で管理する橋梁８，７６８橋のうち、令和２年度は、１，７７５

橋について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ４７８橋、Ⅱ１，１４３橋、Ⅲ１

５４橋、Ⅳ０橋となっている。 

 

 ２）トンネル 

ＮＥＸＣＯ東日本で管理するトンネル５９４本のうち、令和２年度は、９５本に

ついて点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ６本、Ⅱ７２本、Ⅲ１７本、Ⅳ０本と

なっている。 

 



３）大型の構造物等 

３－１）大型の構造物等 （シェッド、大型カルバート等） 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理するシェッド・大型カルバート等２，０４６箇所のうち、

令和２年度は、４３９箇所について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ２３６

箇所、Ⅱ１８１箇所、Ⅲ２２箇所、Ⅳ０箇所となっている。 

 

 

 

３－２）横断歩道橋 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する横断歩道橋８橋のうち、令和２年度は、５橋につい

て点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ１橋、Ⅱ４橋、Ⅲ０橋、Ⅳ０橋となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３－３）門型標識等 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する門型標識等１，６２０基のうち、令和２年度は、２

９０基について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ１８５基、Ⅱ９５基、Ⅲ１０

基、Ⅳ０基となっている。 

 

 

 

４．３．２巡目（令和元・２年度）の点検結果 

２巡目（令和元・２年度）に点検を実施した施設の判定区分の割合は、橋梁：Ⅰ 29％、

Ⅱ 61％、Ⅲ 10％、Ⅳ 0％、トンネル：Ⅰ 17％、Ⅱ 68％、Ⅲ 15％、Ⅳ 0％、大型の構

造物等：Ⅰ 59％、Ⅱ 39％、Ⅲ 3％、Ⅳ 0％となっている。 

 

〇橋梁・トンネル・大型の構造物等の判定区分の割合 

 

※（ ）内は令和元・２年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 

 

 

 

 



 点検実施数 
判定区分（上段：実数、下段：割合） 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

橋梁 3,506 
1,015 2,145 346 0 

29% 61% 10% 0％ 

トンネル 241 
40 165 36 0 

17% 68% 15% 0％ 

大型の構造物等 1,622 
953 627 42 0 

59% 39% 3% 0％ 

 

４．４．２巡目（令和元・２年度）の点検実施における判定区分の遷移状況 

１）橋梁 

１巡目の平成２６・２７年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断された橋梁のうち、５年後の令和元・２年度

の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した

橋梁の割合は３％となっている。 

〇橋梁の判定区分の遷移状況 

 

※下段は、１巡目（平成２６・２７年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった橋梁数のうち、５年

後の令和元・２年度に点検を実施した橋梁の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２）トンネル 

１巡目の平成２６・２７年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断されたトンネルのうち、５年後の令和元・２

年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移

したトンネルの割合は１２％となっている。 

〇トンネルの判定区分の遷移状況 

 

※下段は、１巡目（平成２６・２７年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなったトンネル数のうち、

５年後の令和元・２年度に点検を実施したトンネルの合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 

３）大型の構造物等 

１巡目の平成２６・２７年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断された大型の構造物等のうち、５年後の令和

元・２年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）

へ遷移した大型の構造物等の割合は２％となっている。 

〇大型の構造物等の判定区分の遷移状況 

 

※下段は、１巡目（平成２６・２７年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった大型の構造物等数の

うち、５年後の令和元・２年度に点検を実施した大型の構造物等の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 
 



４．５．判定区分Ⅲ・Ⅳの施設の修繕等措置の実施状況 

１）橋梁 
 １巡目（平成２６～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁につい

て、令和２年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は７０％、措置の完了率は２

９％となっている。 
〇橋梁の修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

７０７ 
４９２ 

（７０％） 

２０７ 

（２９％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣの橋梁数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計または工事に着手した橋梁数。（措置完了済みを含む） 
※３：措置完了済みとは、修繕・更新等を完了した橋梁数。 
 

２）トンネル 
 １巡目（平成２６～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断されたトンネルにつ

いて、令和２年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は９０％、措置の完了率は

６６％となっている。 
〇トンネルの修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

２００ 
１８０ 

（９０％） 

１３２ 

（６６％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣのトンネル数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計または工事に着手したトンネル数。（措置完了済みを含む） 
※３：措置完了済みとは、修繕・更新等を完了したトンネル数。 
 

３）大型の構造物等 
 １巡目（平成２６～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された大型構造物等

について、令和２年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は８７％、措置の完了

率は７７％となっている。 
〇大型の構造物等の修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

１３１ 
１１４ 

（８７％） 

１０１ 

（７７％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣの大型の構造物等数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計または工事に着手した大型の構造物等数。（措置完了済みを含む） 
※３：措置完了済みとは、修繕・更新等を完了した大型の構造物等数。 
 



５．点検の計画 

令和７年度までの点検は、令和５年度までに省令に基づく２巡目の点検を完了し、

令和６年度から３巡目の点検を行う計画としている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1年度
実績

R2年度
実績

R3年度
計画

R4年度
計画

R5年度
計画

R6年度
計画

R7年度
計画

橋梁 橋 1,731 1,775 1,851 1,801 1,742 1,801 1,756
トンネル チューブ 146 95 144 114 140 119 103
シェッド 基 2 18 4 11 7 7 17

大型カルバート 基 455 421 414 415 342 434 432
横断歩道橋 橋 0 5 3 0 0 0 7
門型標識等 基 452 290 346 319 387 326 302

合計 施設 2,786 2,604 2,762 2,660 2,618 2,687 2,617

構造物名 単位 省令点検2巡目

インフラ長寿命化
計画［第１次］

インフラ長寿命化
計画［第２次］

省令点検3巡目



６．修繕等措置の計画 

判定区分Ⅲの施設は次回点検までに修繕等の措置を行う。このため、点検１巡目で

確認された判定区分Ⅲの施設は令和５年度までに、令和２年度までに確認された判定

区分Ⅲの施設は令和７年度までに全て完了させる計画としている。 

 

７．コスト縮減・新技術の活用 

計画期間に行う点検・診断、修繕・更新等は、コスト縮減や新技術の活用を踏まえ

た計画とする。具体的な取り組みは以下のとおり。 

 １）点検・診断 

  ・無人航空機（ＵＡＶ） 

  ・高解像度カメラ 

  ・赤外線カメラ 

  ・トンネル覆工画像撮影 等 

 ２）修繕・更新等 

  ・防水性能を有するプレキャストＰＣ床版（ＵＦＣ複合床版） 

・橋梁レベリング層用グースアスファルト（ＢＬＧ） 

・ロードジッパーシステム（ＲＺＳ） 等 

 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

橋 67 2 4 5 11 3 42

径間 0

トンネル 箇所 43 1 1 3 8 14 16

シェッド 基 6 1 5
大型カルバート 基 22 3 4 9 6

歩道橋 基 0

門型標識 基 18 1 5 2 8 2

橋 177 9 17 17 18 116

径間 0

トンネル 箇所 37 1 7 11 3 5 10

シェッド 基 2 2
大型カルバート 基 22 1 4 1 12 3 1

歩道橋 基 0

門型標識 基 3 2 1

橋 159 1 8 12 14 17 107

径間 0

トンネル 箇所 49 5 4 4 36

シェッド 基 0
大型カルバート 基 19 1 11 1 2 4

歩道橋 基 0

門型標識 基 0

橋 217 1 10 15 27 29 135

径間 0

トンネル 箇所 22 1 6 5 6 4

シェッド 基 2 1 1
大型カルバート 基 14 3 3 5 3

歩道橋 基 0

門型標識 基 3 3

橋 192 4 5 31 27 42 83

径間 0

トンネル 箇所 19 3 7 4 5

シェッド 基 1 1
大型カルバート 基 4 2 2

歩道橋 基 0

門型標識 基 5 4 1

橋 154 5 21 24 32 22 50

径間 0

トンネル 箇所 17 1 6 5 5

シェッド 基 8 1 1 5 1
大型カルバート 基 14 2 5 4 3

歩道橋 基 0

門型標識 基 10 1 2 1 2 4

補修計画数（措置としての監視を含む）

H30

橋梁

R1

橋梁

補修実績数（措置としての監視を含む）

R2

橋梁

H27

橋梁

H28

橋梁

H29

橋梁

点検
年度

構造物 単位
判定区分Ⅲ

施設数



８．対策の費用 

高速道路事業は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下、「機構」と

いう。）との協定に基づき、維持管理・更新等に係る事業を実施しており、現在の技

術や仕組みによる維持管理状況が概ね継続する場合を前提として、令和４５年度（２

０６３年度）までの維持管理費、修繕費及び令和１１年度（２０２９年度）までの特

定更新等工事費が定められている。 

 

機構との協定に基づく事業費 

 維持管理費 修繕費 

現  在（2021 年度） １,００８億円 １，５３０億円 

１０年後（2031 年度） ８８６億円 ４１９億円 

１５年後（2036 年度） ８９０億円 ４２５億円 

２０年度（2041 年度） ８８９億円 ４１８億円 

   ※修繕費には、特定更新等工事を含む 

 

９．個別施設の計画 

個別施設の点検計画及び修繕計画は別添のとおり。 

 


